
い
よ
い
よ
団
塊
世
代
が
定
年
に
な
る
！ 

人
気
作
家
の
弘
兼
憲
史
氏
の
描
く
漫
画
「
島
耕
作
」
の
フ
ァ
ン
と
い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
諸
氏

も
多
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
私
も
そ
の
一
人
で
す
。
二
十
年
前
に
「
係
長
・

島
耕
作
」
始
ま
っ
た
同
シ
リ
ー
ズ
も
今
で
は
取
締
役
に
出
世
を
い
た
し
ま
し
た
。 

西
暦
二
〇
〇
七
年
は
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
と
い
わ
れ
る
世
代
が
定
年
を
迎
え
る
年
で
も

あ
り
ま
す
。
漫
画
の
主
人
公
・
島
耕
作
も
ま
さ
に
そ
の
団
塊
世
代
な
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
ほ
ど
中
小
企
業
社
員
を
対
象
と
し
た
政
府
管
掌
健
康
保
険
は
、
保
険
料
収
入
が
大
幅
な

減
少
な
い
が
予
測
さ
れ
る
二
〇
〇
七
年
を
境
に
赤
字
に
転
落
す
る
と
発
表
し
ま
し
た
。
日
本
は

少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
が
進
む
中
、
本
当
に
高
齢
者
を
支
え
ら
れ
る
の
か
？
人
口
が
ピ
ー
ク

と
な
る
二
〇
〇
六
年
の
翌
年
か
ら
い
き
な
り
島
耕
作
世
代
の
定
年
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
数
や

全
人
口
の
五
・
三
％
に
も
達
す
る
マ
ン
モ
ス
世
代
で
す
。 

日
本
の
高
度
成
長
の
礎
を
築
き
、
支
え
て
き
た
こ
の
団
塊
世
代
へ
の
年
金
支
給
は
、
逆
に
言

う
と
長
年
に
わ
た
り
制
度
の
重
荷
に
な
り
、
リ
ス
ク
を
被
る
形
の
若
い
世
代
か
ら
は
『
団
塊
世

代
は
逃
げ
切
り
世
代
』
と
揶
揄
さ
れ
る
皮
肉
な
現
象
を
生
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
ビ
ー
ト
ル
ズ

愛
し
、
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
に
親
し
み
、
車
の
流
行
を
追
っ
か
け
、
日
本
の
消
費
文
化
を
象
徴
す

る
団
塊
世
代
が
、
逆
に
今
度
は
不
安
要
因
の
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

著
者
で
あ
る
弘
兼
憲
史
氏
は
「
島
耕
作
の
定
年
後
は
『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
島
耕
作
』
を
計
画

中
」
と
か
。
六
百
八
十
万
人
と
も
言
わ
れ
る
島
耕
作
世
代
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
日
本
を
支

え
る
か
、
少
子
世
代
に
ぶ
ら
下
が
る
の
か
、
今
こ
そ
政
治
家
の
政
治
セ
ン
ス
が
問
わ
れ
ま
す
。 

  

昨
年
は
、
厚
生
労
働
省
・
社
会
保
険
庁
の
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険
料
の
流
用
等
、
年
金

が
ら
み
の
年
で
し
た
。
昨
年
六
月
に
与
党
に
よ
る
数
の
暴
挙
に
よ
っ
て
年
金
改
革
関
連
法
案
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
が
、
た
だ
単
に
同
十
月
か
ら
の
保
険
料
が
引
上
げ
ら
れ
た
だ
け
で
改
革
は
全

く
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
我
々
民
主
党
と
与
党
が
同
五
月
に
年
金
制
度
の
一
元
化
を
含
む
社
会
保

障
制
度
の
見
直
し
を
〇
七
年
三
月
ま
で
に
実
施
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
協
議
機
関
を
設
け
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
与
党
側
の
党
利
党
略
に
よ
り
一
向
に
具
体
化
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

私
は
、
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
・
国
民
年
金
の
一
元
化
を
含
む
社
会
保
障
制
度
の
見
直
し
に

向
け
、
現
在
の
会
社
員
、
自
営
業
、
公
務
員
、
専
業
主
婦
な
ど
職
業
に
よ
っ
て
別
々
の
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
公
的
年
金
を
一
つ
に
統
一
し
よ
う
と
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
ま
し
た
。 

 

職
業
に
関
係
な
く
全
て
の
人
が
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
を
支
払
い
、
た
く
さ
ん
保
険
料
を
支

払
っ
た
人
は
、
そ
の
分
多
く
の
保
険
料
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
一
方
で
収
入
の
無
い
人
に

は
最
低
保
障
年
金
を
設
け
る
シ
ス
テ
ム
の
早
期
確
立
を
目
指
し
、
通
常
国
会
で
は
、
是
是
非
の

立
場
で
臨
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

平
成
十
七
年
三
月 

内 

山 
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